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新型コロナウイルス感染症の入院基準の変更について 

 

平素より、県の福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株の感染拡大により、新規感染者数は

増加したものの、入院医療を要する状態となる方の数は限られていることから、６月１５日、

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策 調整本部において入院基準についての検討が行われ、

６月１６日より入院基準が変更されたところです。 

この変更により、年齢による一律の入院基準は削除され、高齢者についても中等症以上の

症状がある方、入院を必要とする基礎疾患をお持ちの方、その他医師が入院の必要を認めた

方が入院対象とされましたので、お知らせいたします。 

なお、施設において新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合の対応については、

法人の本部が県外にある場合でも、所轄の保健所の調査、検査及び入院や施設内療養等の療

養先の調整にご協力いただきますようお願いいたします。 
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